
ILO 通常の監視プロセス

①
政府が批准した条約の
履行状況の報告書をILO
へ提出

労使が意見をILOへ、又
は政府経由でILOへ提出

② 11-12月
専門家委員会が
政府報告書、労
使からの意見、
関連文書を審査

③
専門家委員会の要
請を政府と労使団
体に直接送る

※専門家委員会 = 条約勧告適用専門家委員会 Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations
総会委員会＝基準適用委員会 Conference Committee on the Application of Standards 

※The regular supervisory process https://www.ilo.org/tokyo/standards/supervisory-bodies/lang--ja/index.htm
を元に日本語版を作成

④2-3月
専門家委員会の見
解を年次報告書で
公表

⑥
総会本会議で討議し、
総会委員会報告書を
採択

⑤5-6月
三者代表で構成する総会委
員会において専門家委員会
の報告書と見解を審議
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